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平素より、（社）大阪ＥＳＣＯ協会に特段のご配慮を賜り、

厚く御礼申し上げます。 

さて、１９９７年の「気候変動枠組条約第３回締約国会議

(ＣＯＰ３)」で採択された「京都議定書」で、わが国は２０

０８年から２０１２年の目標期間における温暖化ガスの排

出を、１９９０年比で６％削減することを公約しました。 

また、２００９年９月の国連気候変動首脳会合において、

わが国は、すべての主要国による公平かつ実効性のある国際

的枠組みの構築及び意欲的な目標の合意を前提として１９

９０年比で２０２０年までに温室効果ガスを２５％削減す

ることを表明しました。さらに、 近の動きとしては、新成

長戦略（基本方針）が、２００９年１２月３０日閣議決定さ

れ、その中で「グリーン・イノベーションによる環境・エネ

ルギー大国戦略」について強みを活かす成長分野として位置

づけられています。 

いずれにしましても、これらを実現するためには、省エネ

ルギー促進などに係る専門的技術と多くの資金を必要とし

ますが、施設保有者や事業者の多くにとりましては、十分な

取り組みが困難な状況であります。 

こうした中で、ＥＳＣＯ(Energy Service Company)事業は、

わが国の省エネルギー推進に、大きな役割を果たすものと考

えられ、１９９６年以降、資源エネルギー庁や（財）省エネ

ルギーセンターにおいて、ＥＳＣＯ事業の条件整備や可能性

についての検証が行われたところです。 

そして、２００１年に大阪府の府立母子保健総合医療セン

ターで、全国初の民間資金活用型ＥＳＣＯ事業の提案公募が

スタートしました。以後、大阪府では着実に提案公募が実施

され、大阪府内においても毎年数件提案公募が実施されるよ

うになってきており、関西におけるＥＳＣＯ事業については、

これから本格的導入が計られるものと期待しております。 
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今後、ＥＳＣＯ事業が大きな成果をあげるためには、更な

る普及・啓発とあわせて、社会的認知・信頼の確保を目的と

した事業のバックアップなど、諸制度の構築が課題でありま

す。この課題に取り組むと共に、大阪におけるＥＳＣＯ事業

推進を図るために、２００４年８月に任意団体として発足し、

その後の活動を踏まえ、２００７年３月に社団法人として設

立されたのが当協会であります。大阪に限らず関西全域を含

めた、ＥＳＣＯ事業の推進組織として発展を図るとともに、

事業の一層の普及をめざして、現在一丸となって取り組んで

いるところです。 

つきましては、厳しい財政状況下ではありますが、世界的

にみても温暖化防止対策が喫緊の課題であることに鑑み、関

西のＥＳＣＯ事業並びに省エネルギー事業の一層の推進を

図るため、平成２３年度政府予算編成、税制改正や補助金運

用の要件緩和等に関しまして、格別のご高配を賜りますよう

お願いいたします。 

 

平成２２年１０月 

 

社団法人大阪ＥＳＣＯ協会 

 

会 長 吉田 治典（岡山理科大学総合情報学部建築学科 

          教授 京都大学名誉教授） 

副会長 加藤 晃規（関西学院大学総合政策学部教授） 

副会長 相良 和伸（大阪大学大学院工学研究科教授） 

副会長 野村 英昭（大阪府住宅まちづくり部公共建築室 

設備課長） 

副会長 三品 孝 （ダイキン工業株式会社カスタマー 

サポートセンター技術グループ長） 
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Ⅰ.国、独立行政法人等におけるＥＳＣＯ事業について  

 

環境配慮契約法（平成１９年施行）の基本方針には国、 

独立法人等の施設についてＥＳＣＯ事業導入のフィージ

ビリティー・スタディ（実行可能性調査）を実施し、ＥＳ

ＣＯ事業を可能な限り幅広く導入するものと規定されて

いるところであり、その積極的な実現をお願いしたい。  

 

Ⅱ．平成２３年度補助金、税制等の要望について 

１． 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業補助金

（経済産業省予算） 

[概要]業務用高効率空調機など高効率エネルギーシステム  

 の導入に際して、対象費用の 1/3 を補助  

○省エネ・省ＣＯ２推進方策であるＥＳＣＯ事業の円滑な遂 

 行ができるよう、制度の継続を要望する。  

○ＥＳＣＯ事業への本補助金適用を検討したところ、 

 工事工程上 長２年度が認められるものの、原則単年度で 

 かつ年度末までに事務手続きを完了させる必要があり、年  

 度毎の申請が必要なので、柔軟な取り扱いをお願いしたい。 

○自社製品又は関係会社からの調達に関しては利益等排除   

 として補助の対象範囲外となるが、市場価格と認めていた     

 だき適用緩和を要望する。 

○既存システムからの高効率システムへの更新では、機器類  

 の撤去・処分が発生するが、補助金対象外となっている。  

 必然性のある部分について補助対象とすることを要望す  

 る。  
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２．エネルギー使用合理化事業者支援事業 （経済産業省予 

 算） 

[概要] 既設の事業所への省エネ機器・技術の導入に必 

要となる費用の 1/3 補助。重点支援事業項目あり。  

○省エネ・省ＣＯ２推進方策であるＥＳＣＯ事業の円滑 

な遂行ができるよう、制度の継続を要望する。 

○国立大学付属病院の場合は独立採算とみなされ補助 

金対象となっているものの、国立大学のその他施設に 

関しては国からの二重補助とみなされ対象外となっ 

ている。国立大学も国立大学法人となり、企業会計手 

法が導入され独立採算が求められており、自己収入 

（入学金・授業料・競争的研究費・病院の診療報酬等） 

で賄えない部分を運営交付金で補填されるのは、病院 

もその他の施設も同じである。国立大学のその他施設 

についても補助金対象となるよう、要件緩和を要望す 

る。  

○既存システムからの高効率システムへの更新では、機 

器類の撤去・処分が発生するが、補助金対象外となっ 

ている。必然性のある部分について補助対象とするこ 

とを要望する。 

 

３．（中小企業向け）省エネルギー計測監視設備等導入 

事業助成金（経済産業省予算）  

[概要]技術的、資金的な要因により省エネルギー対策 

   が困難な状況にある中小企業者を対象として、独立 

   行政法人中小企業基盤整備機構を通じて、エネルギ 

ー消費量の見える化を通じた対策を実施する事業費

の 1/2 以内を補助 

○省エネルギーのポテンシャルの高い中小企業に対し 

     てＥＳＣＯ事業を普及するには、ＢＥＭＳ導入によ 

る見える化は必要であり、今後ＥＳＣＯを推進するた 
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めに制度の継続を要望する。  

○中小企業に対するＥＳＣＯ事業普及のために、ＥＳＣ

Ｏ事業のスキームを活用する省エネルギー推進に対し

て支援をお願いしたい。  

 

４．住宅・建築物省ＣＯ２先導事業（国土交通省予算）  

 [概要] 省ＣＯ２の実現性に優れた住宅・建築プロジェク 

ト等の整備費等の 1/2 を補助  

○省エネ・省ＣＯ２推進方策であるＥＳＣＯ事業の円滑な 

遂行ができるよう、引き続き制度の継続を要望する。  

○補助額は、省ＣＯ２実現の為の工事費等について、「提 

案された先導的取組みを実現するために必要となる部

分」を対象として、その 1/2 以内と規定されているが、

「提案を実現するために必須となる関連部分」につい

て弾力的な運用をお願いしたい。 

 

５．建築物省エネ改修推進事業（国土交通省予算）  

  [概要] 既存のオフィスビル等の非住宅建築物の改修に 

関して 1/3 を補助  

○省エネ推進方策であるＥＳＣＯ事業の円滑な遂行がで 

きるよう、引き続き制度の継続を要望する。  

○補助金額を対象改修費の 1/3 から 1/2 に増額するとと 

もに上限額５０００万円／件の上積みをお願いしたい。  

  ○工場・実験施設・倉庫等の生産設備を有する建築物は

補助対象から除外されているが、生産設備の範疇でな

い学校等の実験施設などについては、補助対象とする

ような柔軟な取り扱いをお願いしたい。 
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６．地方公共団体対策技術率先導入補助事業（環境省予算 

[概要] 地方公共団体(ＧＮＤ基金交付団体を除く)を  

対象に、地方公共団体が所有する業務用施設に、地球温

暖化対策の推進に関する法律に基づき策定した実行計

画に従い、効果的なＣＯ２排出量削減を実現するため、

先進的な再生可能エネルギー・省エネルギー技術を率先

的に相当規模で導入する取組(例えば太陽熱利用冷暖房

システム、地中熱ヒートポンプ)に対して、設備費等の

必要な費用の一部を補助する。（補助率：1/2） 

○引き続き制度の継続と補助事業対象団体の拡大を要望

する。 

○選定したＣＯ２削減対策事業の解釈範囲（事業実現に必

要な関連工事）の拡大をお願いしたい。 

  

７．エネルギー需給構造改革推進税制に対する控除額及び適

応対象法人の拡大（経済産業省） 

［概要］青色申告を提出する法人が指定期間内（平成２４年 

３月３１日まで）に新品のエネルギー需給構造改革推進

設備を直接購入し、かつ 1年以内に事業に使用した場合

は特別償却又は、税額控除（中小企業に限る）が可能。

また、平成２１年４月１日～平成２３年３月３１日まで

の間に該当設備を取得した場合には、即時償却が可能。 

○税額控除の拡大、即時償却期限の延長及び適応対象法人

の範囲の拡大をお願いしたい。 

○なお、グリーン投資減税などへ移行した場合も、長期の

適用期限延長、適応対象法人の範囲拡大を要望する。 
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８．省エネ・省ＣＯ２の高効率機器導入への優遇税制 

（経済産業省、環境省） 

○高効率機器導入に対して、固定資産税の減免及び軽減 

  措置をお願いしたい。 

 

９．国内製品ＣＤＭ制度について（経済産業省・環境省） 

○ＥＳＣＯを活用した省エネルギー機器の普及策として、

省エネ機器に買い替えた場合のＣＯ２削減量を認証し、

政府が有償で買い取る制度の導入検討をお願いしたい。 

  

10．官民ファンドについて(財務省、経済産業省、国土交通省、

環境省) 

○今後、官民連携ファンド創設の際には、ＥＳＣＯ事業普

及や省エネルギー改修にも同様のファンドを活用でき

るよう検討をお願いしたい。 

 

11．ＥＳＣＯ事業の普及について (財務省、経済産業省、 

国土交通省、環境省) 

○ＥＳＣＯ事業の普及や発展に努めている法人への支援

を要望する。 

○特に中小事業者向けＥＳＣＯ事業実施時のデフォルト

リスクに対する国の補償などの施策を要望する。 

○またＥＳＣＯ事業者が実現した省エネ量、省ＣＯ２量に

対し、実績に見合った優遇措置なども検討をお願いした

い。 

 

以上 

  


